
大阪産業大学

学生課 奨学金係



配布資料の確認

本採用の手続き
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【説明会の流れ】



奨学生としての心構え

①大学からの説明を受け、奨学金制度について十分に理解してください。

②各手続きは、大学から指示のあった期限を厳守してください。

大学からの案内（ポータルシステムのお知らせ等）を確認せず、

  手続期限を過ぎ、奨学金が「停止」・「廃止」となっても

大学は一切の責任を負いません。

③奨学生としての自覚と責任を持って勉学に励んでください。

成績によっては、奨学金が「停止」・「廃止」となります。



再確認

ポータルシステム メール通知設定

※メール通知設定が分からない場合は、本館5階の「情報科学センター」へ問い合わせください

※保護者用ポータルシステムのご不明点は「後援会」へお問い合わせください

※採用後の手続きはすべてポータル

   システムからお知らせします.

   メールにも通知が届くよう設定しましょう



①配布資料の確認



給付奨学金

①手続き案内 ②給付奨学生証

※学籍番号・氏名を確認してください

氏名は通用字体になっています

③給付奨学生決定後の

適格認定(学業)について

④授業料減免の申請書

この申請書は

説明会終了後回収します



貸与奨学金（一種・二種奨学金）

②貸与奨学生のしおり

（ダイジェスト版）

③貸与奨学生決定後の
適格認定について

①手続き案内



⑤返還誓約書
⑥返還誓約書記載事項

訂正届④奨学生証

第一種奨学金・第二種奨学金の両方採用となった方は④⑤⑥がそれぞれ2枚ずつあります

※学籍番号・氏名を確認してください

氏名は通用字体になっています

※返還誓約書の記載内容に間違いが

ある場合のみ使用します

貸与奨学金（一種・二種奨学金）



・保証依頼書

【機関保証制度を選択した方】

第一種奨学金・第二種奨学金の両方採用となった方は2枚あります

貸与奨学金（一種・二種奨学金）



・返還保証書

【人的保証制度を選択し保証人が

６５歳以上または４親等以外の方】

第一種奨学金・第二種奨学金の両方採用となった方は2枚あります

貸与奨学金（一種・二種奨学金）



②本採用手続きについて



【全員】
スカラネットパーソナルの登録

！！奨学金申込みに使用した「スカラネット」とは違うサイトです！！

奨学金を継続するための手続きに使用します

奨学金の詳細情報が確認できます

【注意事項】

※自分で設定した「ID」、「パスワード」は在学中や卒業後の

手続きに使用するので、忘れないように注意してください。

※奨学金が２つ以上採用になっている場合はそれぞれ登録が必要です。

※忘れた場合は再登録が必要になります。



【全員】
奨学生証に記載されている『奨学生番号』を
すぐに確認できるように、スマホ等に残しておく

【注意事項】

※奨学生番号は個人情報です

※今後の手続きに必要になりますので奨学生証は
ご卒業までしっかり保管しておいてください

※２つ以上奨学生番号がある方は、全ての番号が
 分かるようにしてください



※一種・二種両方採用の方は2部とも記入等をし、提出が必要（証明書類も1枚ずつ計2枚必要）

※画像は人的保証の場合です（別途、必要書類も提出必須）

添付書類はここに
記載しています

貸与奨学金（一種・二種奨学金）

・返還誓約書と添付書類の提出



各書類の記入方法は

「しおり」と「書き方マニュアル」を確認してください！

記入上の注意点や訂正方法が記載されています
ご不明な点がある場合は、必要書類やボールペン等を
ご持参のうえ奨学金窓口までお越しください

「書き方マニュアル」

貸与奨学金（一種・二種奨学金）



※一種・二種両方採用の方は2部とも記入し提出が必要

（2枚目は本人控えですので

提出しないでください）
（2枚目は本人控えですので

提出しないでください）

貸与奨学金 【機関保証制度を選択した方】

①返還誓約書 ②保証依頼書



収入証明

※原本

（2枚目は本人控えですので提出し
ないでください）

※一種・二種両方採用の方は2部とも記入・押印し、提出が必要（証明書類もそれぞれ2枚必要）

※コピー可※原本

貸与奨学金 【人的保証制度を選択した方】

②連帯保証人の

印鑑登録証明書・収入証明

③保証人の印鑑登録証明書

①返還誓約書



収入証明

※原本

（2枚目は本人控えですので提出し
ないでください）

※一種・二種両方採用の方は2部とも記入・

押印し提出が必要（証明書類も2枚必要）

※コピー可
返還保証書裏面参照

※原本

貸与奨学金

【人的保証制度 保証人が６５歳以上・４親等以外の方】

収入証明

※コピー可

②連帯保証人の

印鑑登録証明書・収入証明

③保証人の

印鑑登録証明書・返還保証書・収入、資産証明

①返還誓約書



提出期限
手続き案内に記載しています

※余裕をもって提出してください。

締切日直前や当日に提出され記入不備や書類不足

があった場合は、受付できない場合もあります。

貸与奨学金（一種・二種奨学金）

※ご事情により遅延する場合は、提出期限までに連絡して下さい



③採用後のスケジュール



給付奨学金

月 手続き内容

4月 ・在籍報告（スカラネットパーソナルでのWeb入力）

7月 ・後期授業料 延納願提出

10月 ・「家計」の適格認定

12月 ・次年度の前期授業料 延納願提出

3月 ・「学業」の適格認定

※全ての手続き案内はポータルシステムよりお知らせしますので

通知の見落としがないように注意してください



在籍報告（毎年4月）

・在籍報告入力期間はポータルでお知らせします。

・また、期間内に入力ができない場合は給付奨学金の支給が停止されます。

・届け出る事項に虚偽があった場合は、支給された給付奨学金の

100分の140（1.4倍）を一括で返金しなければならない場合があります。

スカラネットパーソナルを使う手続きで

在籍状況や生計維持者、扶養人数等を報告する必要があります

給付奨学金



給付奨学金
「家計」の適格認定（毎年１０月）

日本学生支援機構

10月～次年度9月

・毎月の給付額、授業料減免額

・理系・多子世帯は授業料減免のみ

※ご注意ください

・卒業まで「給付額」「減免額」が同じ金額とは限りません。

・「適格認定の結果」は９月中旬に各自でスカラネットパーソナルから確認して下さい。

マイナンバーで確認

日本学生支援機構が、提出済みのマイナンバーから毎年１０月に前年度収入
を確認し、それによって「給付月額」「減免額」が決定されます。



よくある質問！【アルバイト収入について】

アルバイトをしているけど、
どれくらいまでなら働いていいですか？

学生本人だけではなく、世帯の収入で審査されるので、
大学ではわかりません。
ご自身で、日本学生支援機構に問い合わせるか、
進学資金シミュレータで確認をしてください。

所得の上限は原則ありませんが、
生計維持者の扶養をはずれてしまうと、多子世帯の要件も
満たさなくなり、支援の対象外となります。

多子世帯で、所得の上限がないので、
私もたくさん働いても大丈夫ですか？

※2026年の収入は、2027年10月の適格認定で審査されます。アルバイトはご自身で計画的に行うようにしましょう！※



給付奨学金
「学業」の適格認定（毎年３月）

年度末の成績結果（単位数、GPA、出席率）で、次年度も給付奨学金
を継続できるかが判定されます。

配布している学業基準を必ず確認し、勉学に励み、不明点があれば
奨学金窓口までお問い合わせください

廃止や返還になってから「知らなかった」

では取り返しがつきません！！

大阪産業大学では
成績表の「※」の割合で判定します

学業基準



学業基準の見方

単位数
1年生の場合
年間22単位以上で継続
年間18単位以下は廃止

出席率
裏面の成績表にある
「※」の割合で判定

GPA
学部内の順位
下位1/4にあてはまる場合
は「警告」になります

≪表面≫
≪裏面≫

給付奨学金



「学業基準」の表を見てみましょう

例えば、単位数やGPAだと下の表を参考にしてください

＊編入、休学歴のある方の基準は異なりますのでお問い合わせください。



延納願の提出（毎年7月、12月）

・書類提出期間はポータルでお知らせします。

・期間内に提出ができない場合は授業料減免が受けれなくなる場合があります。

給付奨学生の方は、家計や学業の判定があるため、通常の授業料

支払い期間に授業料減免額が確定しません。

授業料の振込が遅れることになり、「授業料延納願」「除籍猶予願」

の2枚の書類提出が必要になります。

給付奨学金



貸与奨学金（一種・二種奨学金）

月 手続き内容

12月 ・継続願（スカラネットでのWeb入力） ※卒業年は不要

3月 ・「学業」の適格認定

※全ての手続き案内はポータルシステムよりお知らせしますので

通知を受け取れるようにメール設定をし、見落としの内容に注意してください



継続願（毎年12月）

継続願の入力期間や、詳しい内容はポータルでお知らせします。

期間内に入力ができない場合は「継続願未入力による廃止」と判定され

貸与奨学金の資格がなくなります。

貸与奨学金（一種・二種奨学金）

スカラネットパーソナルを使う手続きで

次年度も奨学金が必要か、今年度の奨学金使用状況等を入力します



「学業」の適格認定（毎年３月）

年度末の成績結果（単位数）で、次年度も貸与奨学金を継続できる
かが判定されます。

配布している学業基準を必ず確認し、勉学に励み、不明点があれば
奨学金窓口までお問い合わせください

廃止や停止になってから「知らなかった」

では取り返しがつきません！！

貸与奨学金（一種・二種奨学金）

学業基準



④補足事項



各種手続きについて

★ 一種・二種月額変更（増額・減額）

★振込口座の変更

★休学・退学 など

★奨学金の辞退

※各種手続きやご相談は、

奨学金窓口までお越しください

※給付が振り込まれている場合は、一種の金額は変更できません



本館1階 学生課
奨学金窓口

【窓口時間】平日:９:00～17:00／土曜:9：00～12：30

【電話番号】072-875-3070（直通）／072-875-3069

メールアドレス：shogaku@cnt.osaka-sandai.ac.jp 

★窓口対応優先のため、電話はつながりにくい可能性があります

★大学公式WEBサイトのお問合せフォーム等をご利用いただくなど、ご協力をお願いします

★窓口時間外の受付は一切行いません

お問合せ先



おわり



給付奨学金に採用された方は
本日の説明会終了後 この申請書の提出が必要です

・右上に、本日の日付を記入
・氏名／学部学科／学籍番号 を記入

※アルファベットは大文字で記入

・給付奨学生証の支援区分を確認し、
希望する認定事由に✓を入れてください
多子世帯と書かれている方は⇒多子世帯
第●区分と書かれている方は⇒授業料等負担が困難
第●区分（多子世帯）と書かれている方は⇒両方

※黒のボールペンで記入してください※
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